
41 

平 成 ２ ４ 年 １ 月 

厚生労働省労働基準局 

 

 

建設業における足場からの墜落防止措置の実施状況に係る調査結果について 

 

１ 趣旨・目的 

労働安全衛生規則（以下「安衛則」という。）に基づく足場からの墜落防止措置の確実な

履行や、安全衛生部長通達（※）で示した「手すり先行工法」をはじめとするより安全な

措置の一層の普及に資するため、その実施状況等について把握するとともに、問題が認め

られる場合には指導を行うことにより、もって、建設業における足場からの墜落・転落災

害の更なる減少を図ることを目的とする。 

(※) 足場からの墜落・転落災害を防止するため、平成 21 年 6 月 1 日より省令を改正し、対策を強化してい

るところであり、これと併せて、「より安全な措置」として、「手すり先行工法」の採用等を通達（平成

21 年 4 月 24 日付け安全衛生部長名通達）で示し、指導を行っている。 

 

２ 調査対象 

  原則として、平成 21 年 6 月から施行されている改正安衛則の施行後 1 年を経過した平成

22 年 6 月 1 日から平成 23 年 1 月末までに都道府県労働局・労働基準監督署の担当官が立

入った建設現場のうち、高さ 2 メートル以上の足場が設置されていた「6,433 現場」につ

いて、当該現場に設置されている「主たる足場」を対象に調査を実施した（対象現場の工

事種別や足場の種類等の内訳については図－１から図－６のとおり）。 

 

３ 調査結果 

  安衛則や安全衛生部長通達に定める足場からの墜落防止措置の実施状況や足場の点検の

実施状況、足場からの墜落・転落災害の発生状況等について実態調査を行った（図－７か

ら図－１６及び表－１、表－２）。調査結果の概要は以下のとおり。 

（１）安衛則に基づく墜落防止措置の実施状況について 

  ・ 対象現場（6,433 現場）の約 75.0％において、安衛則に基づく墜落防止措置が実

施されている（図－７）。 

 

（２）手すり先行工法の採用状況について 

ア 全体について 

  ・ 対象現場（6,433 現場）の約 31.1％において、安全衛生部長通達で示した「手

すり先行工法」が採用されている（図－８）。 

・ 発注者別で見ると、「国」発注の工事が約 57.9％と最も高くなっており、「民間」

発注の工事が約 16.7％と最も低くなっている（図－８）。 

・ 工事種類別では、「土木工事」が約 41.2％と最も高くなっており、「木建工事（低

層住宅工事）」が約 9.9％と最も低くなっている（図－１０）。 

 

別添３ 
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イ わく組足場について 

   ・ 対象現場のうち、「手すり先行工法」が主として適用される「わく組足場」が設

置されていた現場（3,853 現場）の約 42.6％において、安全衛生部長通達で示し

た「手すり先行工法」が採用されている（図－９）。 

・ 発注者別で見ると、「国」発注の工事では約 78.7％と最も高くなっており、「民

間」発注の工事が約 21.7％と最も低くなっている（図－９）。 

・ 工事種類別では、「土木工事」が約 66.5％と最も高くなっており、「木建工事（低

層住宅工事）」が約 18.0％と最も低くなっている（図－１１）。 

 

（３）足場の「組立・変更後点検」の実施状況について 

・ 対象現場（6,433 現場）の約 74.4％（「一部未実施」も含めると約 82.0％）にお

いて、安衛則に基づく「組立・変更後点検」が実施されている（図－１２）。 

   ・ 点検の実施者について見ると、全体の約 47.4％が安全衛生部長通達で示した「教

育を受けた作業主任者等」によって実施されている。なお、「第三者」による実施

は約 1.1％となっている（図－１３）。 

   ・ 点検時における「チェックリスト」の活用状況について見ると、全体の約 57.9％

において安全衛生部長通達で示した「チェックリスト」を活用している（図－１

４）。 

   ・ 点検結果の記録・保存の状況について見ると、全体の約 77.0％において安衛則

に基づく記録・保存が実施されており、約 54.2％については部長通達で示した「チ

ェックリスト」が活用されている（図―１５）。 

   ・ また、点検結果の記録・保存の状況について、「チェックリストの活用の有無」

別に見ると、「チェックリストを活用していない現場」においては、記録・保存を

行っている現場の割合が約 50.0％となっている一方、「チェックリストを活用して

いる現場」においては、記録・保存を行っている現場の割合が約 97.2％と高くな

っていることから、活用したチェックリストがそのまま記録・保存にも役立てら

れているものと考えられる。（図―１６）。 

 

（４）足場からの墜落・転落災害の発生状況について 

  ア 労働災害の発生状況 

   ・ 対象現場（6,433 現場）における足場からの墜落・転落による労働災害（休業 4

日以上）の発生状況について見ると、全体で 112 人（うち、死亡 10 人）となって

おり、その内訳は、「通常作業時」が 77 人（うち、死亡 2 人）、「組立・解体時」

が 35 人（うち、死亡 8 人）となっている（表－１）。 

  イ 一人親方による災害の発生状況 

   ・ また、今回の調査において把握することができた「一人親方」による足場から

の墜落・転落による災害(休業 4 日以上)については、全体で 14 人となっており、

その内訳は、「通常作業時」が 11 人（うち、死亡 4 人）、「組立・解体時」が 3 人

（うち、死亡なし）となっている。（表－２）。 
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４ 昨年度の調査結果との比較について 

  平成 22 年 4 月に公表した調査結果と比較すると、以下のような傾向が見られた。 

（１）安衛則に基づく墜落防止措置の状況について 

・ 安衛則に基づく墜落防止措置の実施状況については、前回の調査結果においては、

対象現場（4,892 現場）の約 91.7％において墜落防止措置が実施されていたが、今回

の調査ではその割合が約 75.0％と低下していることが明らかとなった。 

（２）手すり先行工法の採用率について 

・ 手すり先行工法の採用率については、調査対象全体における採用率（約 31.1％）は

前回の調査結果（約 31.1％）と同程度となっているほか、手すり先行工法が主として

適用されるわく組足場が設置されていた現場においては約 40.6％から 42.6％となっ

ており、前回の調査結果から 2.0 ポイントの増加が見られた。 

（３）「組立・変更後点検」について 

・ 安衛則に基づく「組立・変更後点検」の実施率については、約 85.8％から約 74.4％

となったおり、前回の調査結果から 11.4 ポイントの低下が見られた。 

・ 点検の実施者についても、安全衛生部長通達で示した「教育を受けた作業主任者等」

によって実施されている割合は 50.8％から 47.4％となっており、前回の調査結果か

ら 3.4 ポイントの低下が見られた。 

・ なお、チェックリストの活用や点検結果の記録・保存を実施している現場の割合に

ついては、前回の調査結果から若干の増加が見られた。 

 

５ 今後の対応について 

本調査の結果、安衛則に基づく措置の実施状況が大幅に低下していることが明らかとな

ったところであるが、昨年 1 月に取りまとめられた「足場からの墜落防止措置に関する効

果検証・評価検討会報告書」によると、足場からの墜落・転落災害の約 95％が安衛則に基

づく措置に不備が認められた事案であったことを踏まえると、足場からの墜落・転落災害

を防止するためには安衛則に基づく措置の徹底が極めて重要であり、これに加えて、手す

り先行工法等の「より安全な措置」の更なる普及を図ることが必要であると考えられる。 

このため、厚生労働省としては、本調査結果で明らかとなった問題点や上記報告書等の

内容を踏まえ、設計・計画の段階からリスクアセスメントの視点を踏まえた効果的な対策

が現場の実情に応じ適切に実施されるよう、事業場等に対する集団指導や個別指導等の際

はもとより、計画届受理時、労働者死傷病報告受理時等あらゆる機会を活用した指導を行

うことにより、足場からの墜落・転落災害の一層の防止に努めることとしている。 

 


